
 

○ＧＰＳ波浪計観測情報配信システムを使用した情報の活用に関する協定書  
 

 国土交通省四国地方整備局次長（以下「甲」という。）と大洲市長（以下「乙」という。）と

は、四国地方整備局が所有するＧＰＳ波浪計観測情報配信システム（以下「システム」という。）

を使用した情報の活用に関して、次のとおり協定を締結する。 

第１条（目的） 

 この協定は、四国地方整備局が所有するシステムを活用し、乙に対しＧＰＳ波浪計観測情報（以

下「情報」という。）を提供することにより、適切な災害対処に資することを目的とする。 

第２条（情報送信に対する責任） 

 甲は、システムの情報の送信にあたり、機器及び回線等（以下「機器等」という。）の故障、保

守点検、天災、その他不可抗力による情報送信の停止又は異常な送信について、その責任を負わな

いものとする。 

第３条（責任分界点等） 

 情報の流れ及び責任分界点は、別図「ＧＰＳ波浪計観測情報配信システム情報提供系統図」のと

おりとする。 

第４条（連絡窓口等） 

 甲及び乙は、情報提供に係る連絡担当者等を別表「分掌系統表」に定めるものとする。連絡窓口

は原則、連絡担当者相互とするが必要に応じ連絡責任者、統括責任者へ行うものとする。なお、別

表「分掌系統表」に変更がある場合は、その都度相互に通知するものとする。 

第５条（提供された情報の取扱い等） 

 甲から乙に提供される情報については、高潮など津波以外の情報も感知するため誤報の可能性が

あり、取り扱いの難しい情報である。よって、乙は、甲から提供を受けた情報について、システム

から配信される情報の特性を十分に理解したうえで、乙の責任において大洲市の組織内でのみ利用

するものとし、原則として甲の許可を得ないで大洲市の組織外部へ直接提供してはならない。ま

た、何らかの不可抗力により大洲市の組織外部へ情報が漏洩した場合、分掌系統表に基づき、甲の

連絡担当者に対して速やかに通知するものとする。なお、情報が漏洩した場合、情報漏洩元が責任

を持って対応するものとする。 

第６条（機器の設置等） 

 甲及び乙は、別図に定める責任範囲に従い、機器等を整備し、そのために必要な経費を負担する

ものとする。 

２ 機器等の維持管理、変更及び撤去に要する費用は、機器等の設置者が負担するものとする。 

３ 機器等の更新、改変等の必要性が生じる場合は、別途協議するものとする。 

第７条（訓練等） 

 甲及び乙は、情報の円滑かつ迅速な提供と情報の有効活用を図ることを目的とした情報伝達訓練

等を行っていくものとする。 

第８条（協議事項） 

 この協定書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定

めるものとする。 

第９条（有効期間） 

 この協定書の有効期間は、協定書を締結した日から平成３１年３月３１日までとする。 

 ただし、期間満了の１箇月前までに甲又は乙のいずれからも何ら申し出がない時は、さらに１年

継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。 

 

 この協定書締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その１通を保有

するものとする。 

 

   平成30年６月25日 

 

       甲  国土交通省 四国地方整備局 次長 

 

       乙  大洲市長 


